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＜社会保障論評 26-003 号「社会保障の哲学」関連の Gemini との問答・評価＞ 
（Gemini（ジェミニ）とは、Google が開発した最先端のマルチモーダル生成 AI） 

 

「社会保障の哲学について教えて」 

 

「社会保障の哲学」とは、簡単に言えば**「なぜ、どの程度、国が個人の生活を支えるべきなのか？」**という問いに対

する答えを探る学問です。 

単なる制度の話ではなく、「正義」「自由」「責任」といった価値観が複雑に絡み合っています。主要な考え方を整理して解

説しますね。 

 
1. 3 つの主要な思想的アプローチ 

社会保障を正当化する理由は、立場によって大きく異なります。 

功利主義（Utilitarianism） 

• 考え方: 「最大多数の最大幸福」。社会全体の幸福（効用）の総計を最大化することを目指します。 

• 社会保障の理由: お金持ちの 1 万円よりも、生活に困窮している人の 1 万円の方が「幸福の増分」が大きいた

め、所得再分配を行うことで社会全体の満足度を高められると考えます。 

 

リベラリズム（公正としての正義） 

• 考え方: ジョン・ロールズの「正義論」が代表的です。 

• 社会保障の理由: 自分がどのような境遇（金持ちか貧乏か、健康か病気か）で生まれるか分からない状態（無

知のベール）であれば、誰もが「最も不遇な人の状況を改善するルール」を選ぶはずだ、という論理（マキシミン 

• 原理）に基づきます。 

 

リバタリアニズム（自由至上主義） 

• 考え方: 個人の自由と私的所有権を最優先します。 

• 社会保障の理由: 基本的に、国家による強制的な再分配（税金）は「強制労働と同じ」として否定的な立場をとり

ます。助け合いはあくまで「個人の自発的な慈善」であるべきだと考えます。 

 
2. 現代的な 2 つの概念：リベラル・イコーリタリアニズム 

最近の議論では、**「何が本人の責任で、何が運のせいか？」**という点が重要視されます。 

概念 内容 

資源の平等 
生まれつきの才能や障害など、本人に責任のない「運（ブルート・ラック）」による格差は、社会保

障で補償すべきだという考え方。 

潜在能力 

（ケイパビリティ） 

アマルティア・センが提唱。単なる所得の額ではなく、「その人がやりたいことを実現できる選択肢

（自由）を持っているか」を重視する考え方。 

 

 
3. なぜ今、哲学が必要なのか？ 

現代社会では、以下の理由から「社会保障の根拠」が改めて問われています。 

• 自己責任論の台頭: 「困窮したのは本人の努力不足ではないか？」という問いに対し、どこまでが社会の責任か

を明確にする必要があります。 

• 世代間格差: 少子高齢化の中で、現役世代と高齢者のどちらを優先すべきかという「世代間の正義」が問われ

ています。 

• パターナリズム（父権的干渉）: 「健康のために不摂生を制限する」といった、個人の自由に介入する支援をどこ

まで認めるべきかという議論です。 

 
まとめると… 社会保障の哲学は、単なる「弱者救済」の議論ではなく、**「人間が尊厳を持って生きるとはどういうこと

か」「フェアな社会とは何か」**という、私たちの生き方の根本に関わる問いだと言えます。 

 

もし興味があれば、特定の思想家（ロールズやセンなど）について詳しく深掘りしたり、最近話題の「ベーシックインカム」

を哲学的にどう捉えるかについてお話しすることもできます。 
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「生存権保障との関連では、どうなっているか」 

 

「生存権」との関連で考えると、社会保障は単なる「お恵み」ではなく、**「人間が人間らしく生きるために、国家に対して

当然に要求できる権利」**という法的な裏付けを持つことになります。 

日本の憲法第 25 条を例に、その哲学的なつながりを 3 つのポイントで解説します。 

 
1. 「慈恵」から「権利」への転換 

生存権（社会権）が確立される前、困窮者への助けは国家や教会による「慈悲（情け）」とされてきました。しかし、20 世紀

以降の哲学では、これを国民の正当な権利として捉え直しました。 

• プログラム規定説: 憲法 25 条は単なる「努力目標」であるとする考え方（かつての通説）。 

• 具体的権利説: 憲法を根拠に、不十分な生活支援に対して裁判で争うことができるとする考え方。 

ここには「国家は国民の生存に責任を持つべきだ」という**「社会連帯の哲学」**が根底にあります。 

 
2. 「自由」を支えるための「生存」 

生存権と社会保障の関係において重要なのは、**「お腹が空きすぎていたり、家がなかったりする状態では、本当の意

味で自由ではない」**という視点です。 

• 消極的自由（～からの自由）: 国家に邪魔されないこと。 

• 積極的自由（～への自由）: 自分の目的を達成するために必要な能力や資源を持っていること。 

 

生存権を保障することは、個人の「積極的自由」を確保するための土台作りです。哲学者のアマルティア・センは、これを

「何かをするための実質的な自由（ケイパビリティ）」の保障として捉えました。 

 
3. 「人間の尊厳」と最低限度の基準 

憲法 25 条が掲げる「健康で文化的な最低限度の生活」というフレーズは、生存権の哲学の中核です。 

視点 哲学的な意味 

生物的生存 飢えない、凍えないといった「生命の維持」。 

社会的生存 他者と交流し、社会の一員として「尊厳」を持って生きること（文化的側面）。 

 

社会保障制度は、単に「死なせない」だけでなく、**「人間の尊厳を保てるレベル」**まで引き上げることを目的としてい

ます。そのため、生活保護基準などの設定には「その時代の社会で、人間として恥ずかしくない生活とは何か？」という

哲学的な判断が常に介入します。 

 
まとめ：生存権は社会保障の「北極星」 

生存権保障は、社会保障制度が迷走しないための指針（北極星）のような役割を果たしています。制度が「単なる効率

化」や「予算削減」に走ろうとしたとき、**「それは生存権（人間の尊厳）を侵害していないか？」**とブレーキをかけるの

が生存権の哲学です。 

 

豆知識：朝日訴訟 日本では「生活保護費で人間らしい生活ができるか」を争った「朝日訴訟（1957 年〜）」が有名です。

この裁判は、生存権が単なる言葉ではなく、私たちの生活に直結する哲学的な戦いであることを世に示しました。 

次は、この「最低限度の生活」という基準が、具体的に今の日本でどのように議論されているか（例：物価高騰と生活保

護基準など）について詳しくお話ししましょうか？ 

 

「お願いします」 

 

現代の日本において、生存権が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の基準をどう設定するかは、まさに**「社

会の鏡」**とも言える難しい議論になっています。 

物価高騰や格差拡大の中で、今どのような哲学的・実務的な争点があるのかを整理します。 

 
1. 「物価」と「人間の尊厳」のバランス 

近年のインフレ（物価高騰）は、生活保護基準などの社会保障に直接的な問いを投げかけています。 

• 購買力の維持: 単に支給額を維持するだけでは、物価が上がれば実質的に買えるものが減り、「最低限度の生

活」を割り込んでしまいます。 
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• 「文化的な生活」の基準変化: かつては贅沢品だったスマホやインターネットも、現代では求職活動や行政手続

きに不可欠です。これらを「最低限」に含めるかどうかが、常に哲学的な論点となります。 

 

2. 誰と比べるか？（格差のパラドックス） 

生活保護基準を決める際、日本では**「水準均衡方式」**がとられてきました。これは、低所得世帯（年収下位 10%など）

の消費支出とバランスを取る考え方です。 

ここに、深刻な哲学的ジレンマが生じています。 

• デフレの影響: 一般市民の生活水準が下がると、連動して生活保護の基準も下がってしまいます。 

• 「底の抜け落ち」: 「働いている自分たちより高いのはおかしい」という感情（相対的剥奪感）に引きずられると、

憲法 25 条が守るべき**絶対的な「尊厳のライン」**を見失うリスクがあります。 

 

3. 2 つの現代的な争点：デジタルと孤独 

現代の生存権保障において、単なる「お金の給付」だけでは解決できない新しい課題が浮上しています。 

争点 哲学的・社会的な問い 

デジタル・ミニマム ネット環境がないことは、現代社会からの「排除」ではないか？（情報の生存権） 

社会的孤立 お金があっても孤独なら、それは「文化的な生活」と言えるのか？（つながりの生存権） 

 
4. 進行中の議論：生活保護基準引き下げ訴訟 

現在、日本各地で「生活保護基準の引き下げは憲法違反（生存権の侵害）である」とする裁判が続いています。 

裁判の核心は、**「厚生労働大臣の裁量権をどこまで認めるか」**です。 

• 行政側の主張: 国の財政状況や国民感情を考慮して基準を決める権利がある。 

• 原告側の主張: 専門的な客観的根拠（統計など）に基づかない引き下げは、憲法 25 条の趣旨を逸脱している。 

 

多くの地裁・高裁で判断が分かれており、**「国が勝手に『最低ライン』を下げていいのか？」**という、国家と個人の力

関係が問われています。 

 
次のステップへの提案 

生存権の哲学は、今や「生活保護」という枠を超えて、全世代に関わる**「ベーシックインカム（最低限の現金を全員に

配る案）」や、「ベーシックサービス（医療や教育を完全に無償化する案）」**の議論へと発展しています。 

こうした「これからの生存権の守り方」について、さらに詳しく見てみましょうか？あるいは、特定の裁判事例（朝日訴訟の

現代版など）を深掘りしますか？ 

 

「税制との関係では、どうか」 

 

社会保障の哲学を支える「エンジン」が税制です。生存権（憲法 25 条）が「何を保障するか」を決めるのに対し、税制は

「誰が、どう負担するか」という分配の正義を決定します。 

社会保障と税制の関係を、3 つの哲学的な対立軸で整理します。 

 
1. 垂直的公平と「所得再分配」 

「強い者が弱い者を支える」という社会連帯の哲学です。 

• 累進課税の思想: 所得が高いほど高い税率を課す仕組み。これは、功利主義的な「富裕層にとっての 1 円よ

り、困窮層にとっての 1 円の方が価値（効用）が高い」という理屈に基づいています。 

• 負の所得税: 哲学者のミルトン・フリードマンなどが提唱。一定の所得以下の人には、税を徴収するのではなく、

国がお金を給付する仕組みです。これは現代の「給付付き税額控除」の原型となっています。 

 

2. 拠出（保険料）か、税か 

「自分の身は自分で守る」か「社会全体で守る」かという哲学的な違いです。 

方式 哲学的な基盤 メリット・デメリット 

社会保険方式 
「自助・共助」。保険料を払ったから、給付を受

ける権利があるという考え。 

「権利」という意識が強いが、低所得者が保険料を払

えないと制度から漏れる。 

税方式 
「公助」。生存権に基づき、国家が一般財源から

最低限度を保障する考え。 

広く薄く負担を求めるが、財源が景気に左右されやす

く、「お恵み」感が出やすい。 
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3. 消費税と「逆進性」のジレンマ 

現代日本で最も議論になるのが消費税です。 

• 安定財源としての哲学: 高齢化社会において、現役世代の所得（所得税）だけに頼るのは「世代間の公平」に反

するという考えから、全世代が広く負担する消費税が重視されます。 

• 逆進性の問題: しかし、消費税は低所得者ほど負担が重くなる（逆進性）ため、**「生存権を保障するための税

金が、皮肉にも貧困層の生活を圧迫している」**という哲学的な矛盾が生じます。 

これを解消するために、食料品の「軽減税率」や、低所得者への「現金給付」が議論のセットになります。 

 
4. 「負担」に対する納得感：受益と負担の哲学 

北欧諸国（高福祉・高負担）と日本（中福祉・中負担）の違いは、税に対する哲学的な信頼感にあります。 

• 応能負担: 支払う能力に応じて負担する（所得税中心）。 

• 応益負担: 受けるサービス（利益）に応じて負担する（利用料や消費税など）。 

 

「増税は嫌だが、社会保障がなくなるのはもっと嫌だ」という国民のジレンマを解決するには、**「支払った税金が、めぐり

めぐって自分や家族の生存権を確実に守っている」**という実感（信頼）が不可欠です。 

 
次のステップへの提案 

税制と社会保障を一体で考える「税・社会保障一体改革」という言葉がありますが、最近では「ベーシックインカム（所得

制限なしの給付）」を導入し、代わりに複雑な税制や控除をシンプルにするという大胆な哲学も注目されています。 

この「ベーシックインカムと税の関係」について深掘りしてみますか？それとも「世代間の公平（若者 vs 高齢者）」という負

担の議論に興味がありますか？ 

 

「日本国憲法第２５条の第１項と第２項の規定の関係性は、どのように考えられているか。」 

 

日本国憲法第 25 条の第 1 項と第 2 項の関係性は、生存権の哲学を「理念」から「実践」へとつなぐ非常に重要な論点で

す。 

憲法学上、これら 2 つの条文は**「表裏一体」**のものとして捉えられていますが、その解釈には歴史的な変遷と、現代

的な意義があります。 

 
1. 第 1 項と第 2 項の役割分担 

条文を整理すると、その構造が明確になります。 

• 第 1 項（生存権の理念）: 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」 

哲学的意味: 国民が国家に対して主張できる**「権利」**の宣言です。何が「人間らしい生」であるかの究極の

ゴール（北極星）を示しています。 

• 第 2 項（国家の責務）: 「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増

進に努めなければならない。」 

哲学的意味: 第 1 項の権利を実現するための、国家の**「義務（プログラム）」**です。具体的な手段（福祉や公

衆衛生）を提示しています。 

 
2. 2 つの解釈モデル 

この 2 条がどう連動しているかについては、大きく分けて 2 つの考え方があります。 

① 分離説（プログラム規定説的な立場） 

第 1 項は道徳的な目標であり、第 2 項は国が政策的に努力する範囲を決めたものとする考え方です。 

• 考え方: 「1 項は理想、2 項は行政の仕事」。1 項を根拠に直接「カネをくれ」と裁判で言えるわけではなく、あくま

で 2 項に基づく法律（生活保護法など）があって初めて権利が具体的になると考えます。 

② 一体説（現在の有力な考え方） 

第 1 項が保障する「権利」を具体化するために、第 2 項の「具体的施策」が存在するという考え方です。 

• 考え方: 第 1 項は単なるスローガンではなく、2 項の施策が不十分で「最低限度の生活」を割り込んでいる場合

には、憲法違反を問うことができるという立場です。**「1 項（目的）を達成するために、2 項（手段）を動かす」**

という動的な関係です。 
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3. 結論：静的な「権利」と動的な「施策」 

憲法 25 条の 2 つの規定は、「人間としての尊厳（1 項）」を、「具体的な社会システム（2 項）」が常に追いかけ続けるとい

う関係にあります。 

社会保障が「年金・医療・介護」という社会保険（2 項の一部）に偏りすぎているという批判は、まさに**「2 項の特定の手

段に固執するあまり、1 項が掲げる『すべて国民の最低限度の生活』という全体目的を見失っていないか」**という、第 1

項からの問い直しであると言えます。 

第 1 項（生存権）は、社会の変化に合わせて第 2 項（具体的制度）を常にアップデートし続けることを、国家に命じている

のです。 

 
ここまでの議論で、憲法が描く「理想」と、現実の「制度」のギャップがかなり整理されてきたかと思います。 

最後に、この憲法 25 条の理念を現代に適用する際、具体的に「何が文化的な最低限度か」を判定する**「客観的な指

標（ナショナル・ミニマム）」**をどう設定すべきか、という議論に興味はありますか？それとも別の角度から深掘りします

か？ 

 

「第２項では、「社会福祉、社会保障及び公衆衛生」（英文では、social welfare and security, and of public health）と、社

会福祉と社会保障とを別物のように記しているが、「社会保障」は、社会福祉や公衆衛生さらには公的扶助なども含む

概念と考えてよいか。」 

 

大変鋭い、そして法学的にも重要な語句の整理ですね。結論から申し上げると、現代の一般的な理解では、「社会保障

（Social Security）」は社会福祉や公衆衛生、公的扶助などをすべて包含する「傘」のような最上位概念として扱われてい

ます。 

しかし、日本国憲法が制定された当時の経緯や、英文との対比を見ると、そこにはあえて言葉を並べた「歴史的・哲学的

な意味」が見えてきます。 

 
1. 概念の広がり：広義の「社会保障」 

現代の日本において「社会保障」という言葉を使う場合、以下の 4 つの柱をすべて含むのが通例です（1950 年の社会保

障制度審議会勧告による定義）。 

1. 社会保険（年金、医療、介護など） 

2. 公的扶助（生活保護：生存権保障の直系の制度） 

3. 社会福祉（児童、障害者、高齢者への個別援助） 

4. 公衆衛生（感染症対策、検診、環境衛生） 

したがって、ご質問の通り「社会保障」はこれらすべてを含む包括的な概念と考えて間違いありません。 

 
2. なぜ第 2 項ではわざわざ並記されているのか？ 

憲法 25 条 2 項で「社会福祉、社会保障及び公衆衛生」と並記されているのは、当時の時代背景と、それぞれが持つ「生

存権を守るためのアプローチ」の違いを強調するためです。 

各用語が強調するニュアンス 

• 社会福祉（Social Welfare）: 単なる現金の給付だけでなく、施設への入所や専門的なケア、対人援助など、「個

別の不幸の形」に寄り添う側面を指しています。 

• 社会保障（Social Security）: 特に英文の "Security" は、失業、疾病、老齢といった人生のリスクに対して、経

済的な**「安心（安定）」を制度として保障する側面**（主に社会保険や所得保障）を指しています。 

• 公衆衛生（Public Health）: 個人への直接的な援助だけでなく、水質、空気、感染症予防といった**「社会環境の

基盤」を整える側面**を指しています。 

 
3. 「社会保障」という言葉の多義性と「公的扶助」 

ここで面白いのは、25 条 2 項の日本語版には「公的扶助」という言葉が明記されていない点です。しかし、これこそが憲

法 25 条の本質に関わります。 

• 1 項（生存権）があるからこそ: 2 項に「公的扶助」と書かなくても、1 項の「最低限度の生活を営む権利」がそのま

ま公的扶助（生活保護）の強力な根拠となります。 

• 英文とのズレ: 英文の "social welfare and security" は、当時の国際的な潮流（ベヴァリッジ報告書など）の影

響を受けており、救貧（扶助）から防貧（保険・セキュリティ）への移行を意識した表現になっています。 
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4. 哲学的な解釈：なぜ「別物」のように書いたのか 

質問者様が懸念されていた「社会保険ばかりが重視され、生存権が軽視される」という問題に戻ると、憲法がわざわざこ

れらを並記した意図が見えてきます。 

国に対して、**「どれか一つ（例：社会保険）をやっていればいいのではなく、福祉も衛生も、あらゆる面（すべての生活部

面）から重層的に国民を支えなさい」**という強い命令を下しているのです。 

「社会保障」という言葉一つにまとめてしまうと、事務的な制度（保険料の徴収と給付）に還元されがちですが、あえて「福

祉（Welfare）」や「公衆衛生（Public Health）」を並べることで、**「命の尊厳を多角的に守る」**という生存権の広がりを担

保していると言えます。 

 
まとめ 

憲法 25 条 2 項は、広義の社会保障を構成する「パーツ」をあえて具体的に並べることで、救済の網の目に穴が開かな

いように配慮した設計になっています。 

• 社会保障: 経済的な「安定」を。 

• 社会福祉: 個別の「ケア」を。 

• 公衆衛生: 生存の「基盤」を。 

 

これら三位一体の努力を通じて、1 項の「健康で文化的な最低限度の生活」を実現せよ、というのが憲法の構造です。 

次は、この「社会福祉・社会保障・公衆衛生」の 3 つが、現代の少子高齢化の中でどのように優先順位を争っているか

（予算配分の哲学）について、興味はありますか？あるいは、別の視点（例えば、憲法の「国民の努力義務」など）に移り

ますか？ 

 

「「生存権」は、基本的人権の一つであると思うが、わざわざ別条としていることに意味はあるのか。」 

 

大変鋭い、憲法の本質に触れる問いです。憲法 13 条（個人の尊重・幸福追求権）という「包括的な人権」がある中で、な

ぜあえて 25 条として「生存権」を独立させたのか。 

これには、人権の歴史における**「自由権」から「社会権」へのパラダイムシフト**という、非常に大きな哲学的な意味が

あります。 

 
1. 「国家からの自由」と「国家による自由」の違い 

憲法の基本的人権は、その性質によって大きく 2 つの階層に分かれます。 

• 自由権（消極的権利）: 「国家よ、私の私生活に口を出すな（放っておいてくれ）」という権利。思想の自由や信教

の自由などがこれにあたります。 

• 社会権（積極的権利 / 生存権など）: 「国家よ、私に人間らしい生活をさせてくれ（介入してくれ）」という権利。 

 

もし 25 条がなく、13 条（幸福追求権）だけだった場合、国家は「私はあなたの自由を邪魔していません（放っておいてい

ます）。だから権利侵害はしていません」と強弁できてしまいます。しかし、**「放っておかれたら、飢えて死んでしまう人」

**がいるのが現実です。 

わざわざ別条（25 条）としたのは、**「国家が何もしないこと自体が、人権侵害になり得る」**という新しい人権のあり方

を宣言するためです。 

 
2. 13 条と 25 条の哲学的な使い分け 

13 条と 25 条は、しばしば「一般法」と「特別法」のような関係で語られます。 

条項 性格 役割 

第 13 条（幸福追求権） 包括的基本権 
特定の条文に書かれていない新しい人権（プライバシー権など）を導き出す「根っ

こ」。 

第 25 条（生存権） 社会的基本権 
「貧困」という具体的な不幸から国民を救うために、国家に具体的な行動を義務付

ける「武器」。 

 

3. 「生存」がなければ「自由」は行使できない 

哲学者のハンス・ケルゼンなどは、**「パンがなければ、自由は絵に描いた餅である」**という趣旨のことを述べていま

す。 

• 言論の自由（自由権）があっても、今日食べるものがない人は、政治について語る余裕はありません。 

• 教育を受ける権利（社会権）がなければ、自分の人生を自分で選択する能力を養えません。 
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つまり、25 条を別条として切り出したのは、**「他のすべての自由権を実質的に機能させるための『前提条件（インフ

ラ）』を保障するため」**という、極めて戦略的な意味があるのです。 

 
4. 救済の「実効性」を高めるための別条化 

法的な実務においても、別条であることは大きな意味を持ちます。 

裁判において「13 条の幸福追求権が侵害された」と言うよりも、「25 条の生存権が侵害された」と言う方が、対象（最低限

度の生活）が明確であり、国に対して**「具体的な予算措置や制度構築」を迫る力が強くなります。** 

25 条は、抽象的な「幸せ」という言葉を、「健康で文化的な最低限度の生活」という具体的な法的基準にまで引きずり下

ろし、国家を縛るために独立していると言えます。 

 
まとめ：生存権は「人権のラストリゾート」 

わざわざ別条としているのは、生存権が**「人間が人間として存在するための最低限の物理的条件」**を扱う、特殊か

つ最優先されるべき権利だからです。 

 

余談：ワイマール憲法の影響 この「社会権」という考え方を世界で初めて憲法に取り入れたのは 1919 年のドイツ・ワイ

マール憲法です。日本国憲法 25 条もその流れを汲んでおり、「国家は経済や生活に積極的に介入し、弱者を守るべき

だ」という 20 世紀型の民主主義の決意が、この別条化には込められています。 

次は、この「独立した 25 条」が、具体的にどのような裁判を通じて私たちの生活を変えてきたのか（例えば、有名な訴訟

のロジックなど）、あるいは「自己責任論」とこの 25 条がどう戦っているのかについて深掘りしましょうか？ 

 

「社会保障を、年金、医療、介護といった社会保険が代表的であるとして、狭まった理解をしている向きがあるように思う

が、それでは生存権を軽視することになるのではないか。」 

 

まさにおっしゃる通りです。その視点は、現代の社会保障議論における非常に鋭く、かつ本質的な批判です。 

「社会保障＝社会保険（年金・医療・介護）」という狭い理解が蔓延すると、生存権（憲法 25 条）が本来持っている**「国

家による最後のセーフティネット」**としての機能が、哲学的に、そして実務的に弱体化してしまいます。 

なぜその理解が生存権の軽視につながるのか、3 つの理由で整理します。 

 
1. 「拠出」と「排除」の論理 

社会保険は、基本的に「保険料を払った人が、リスクに対して給付を受ける」という**「相互扶助」**の仕組みです。 

• 排除の危険: 非正規雇用の増加や低所得により保険料が払えない人は、制度からこぼれ落ちてしまいます。 

• 生存権との乖離: 生存権は「人間であること」を条件に保障される権利ですが、社会保険中心の考え方は「保険

料を払った（貢献した）こと」を条件にする**「条件付きの権利」**に変質させてしまうリスクがあります。 

 

2. 「選別」から「普遍」へ：社会福祉の欠落 

社会保障の全体像は、以下の図のように「社会保険」以外にも重要な柱があります。 

「社会保険」だけに目を向けると、以下の要素が軽視されがちです。 

• 公的扶助（生活保護）: 保険で救えない人を救う「生存権の最後の砦」。 

• 社会福祉: 障害者、児童、ひとり親など、現金給付だけでは解決できない「ケア」の領域。 

• 公衆衛生: 感染症対策や環境整備など、社会全体の「生」を支えるインフラ。 

これらを軽視することは、**「自助（自分で払う）と共助（みんなで払う）で解決できない人は自己責任」**という、憲法 25

条が否定したはずの思想への先祖返りを意味します。 

 

3. 「保険」は「予防」であり、「生存権」は「救済」である 

哲学的に見れば、両者は役割が異なります。 

項目 社会保険（狭い理解） 生存権に基づく社会保障（広い理解） 

性格 リスクへの備え（防貧） 人間の尊厳の保障（救貧） 

論理 等価交換・互助 社会連帯・再分配 

対象 被保険者（現役世代中心） すべての国民（特に最も不遇な人） 

 

「年金や医療が大変だ」という議論ばかりが先行すると、予算や制度の維持（システム論）が目的化し、**「目の前で困窮

している個人の尊厳をどう守るか（人間論）」**という生存権の本旨が二の次になってしまいます。 

 



8 
 

結論：生存権の「空洞化」への懸念 

社会保障を「社会保険」という枠組み（ギブ・アンド・テイクの論理）に閉じ込めてしまうことは、「何も差し出せない人」の生

存を社会がどう保障するかという、最も困難で最も重要な哲学的な問いから目を背けることになります。 

これは、生存権を「権利」から「予算の余りで行う施策」へと格下げしてしまう、非常に危うい傾向だと言えます。 

 

深掘りのポイント 最近では、この「保険料を払えない人が漏れる」問題を解決するために、税を財源として全ての人に無

条件で給付を行う**「ベーシックインカム」や、必要なサービス（教育・医療・介護）を無料化する「ベーシックサービス」**

という、社会保険の枠組みを超えた生存権保障のあり方が議論されています。 

この「保険の限界」を突破するための新しい構想（ベーシックインカム等）について、さらに詳しくお話ししましょうか？ 

 

「ベーシックインカムとベーシックサービスとは、どのようなものか。ベーシックインカムで既存の社会保障を代替しようと

する動きが出てきたので、ベーシックサービスが唱えられるようになったという理解でよいか。」 

 

そのご理解は、思想の流れを非常に的確に捉えられています。 

さらに補足すると、この 2 つの議論は「生存権をどう具体化するか」という問いに対し、「現金（自由）」を重視するか、「現

物（安心）」を重視するかという哲学的な対立軸でもあります。 

それぞれの特徴と、なぜ「ベーシックサービス」が対抗馬として浮上したのかを整理します。 

 
1. ベーシックインカム（BI）：現金による自由 

すべての国民に、無条件で一定額の現金を継続的に給付する仕組みです。 

• 思想的背景: 「個人は自分のニーズを一番よく知っている」という個人主義・自由主義的な考え。 

• 既存制度との関係: 年金、生活保護、失業保険、各種控除などを統合・廃止し、行政コストを削減して一本化し

ようとする「代替型」の議論が、特に新自由主義的な論者から出されました。 

• 懸念点: 医療や介護などの「個別の事情でコストが大きく変わるニーズ」に対応しきれず、結局は生存権が脅か

されるのではないかという批判があります。 

 

2. ベーシックサービス（BS）：現物による安心 

現金ではなく、生活に不可欠なサービス（医療、介護、教育、交通、通信など）を無償、あるいは極めて安価に提供する

仕組みです。 

• 思想的背景: 経済学者のアンソニー・アトキンソンや、日本でも井手英策教授らが提唱。「生活の不安（リスク）を

社会で共有し、誰もがサービスを享受できる」という社会民主主義的な考え。 

• BI への対抗軸: お金（現金）だけ配っても、サービスを提供するインフラ（病院や介護施設）が崩壊していたら生

存権は守れない、という危機感が背景にあります。 

 
3. なぜ「ベーシックサービス」が唱えられるようになったのか？ 

おっしゃる通り、BI が「既存の社会保障（特に選別的な福祉）を切り捨てる道具」として使われることへの反論として、BS

の重要性が再認識されました。 

BS が重視される 3 つの哲学的理由 

1. 「生存の土台」の確保 現金はギャンブルや不適切な支出で消える可能性がありますが、医療や教育という「サ

ービス」自体を保障すれば、個人の失敗に関わらず最低限の生存（尊厳）が守られます。 

2. 市場化への抵抗 社会保障をすべて現金化（BI 化）すると、医療や介護は完全に「市場の商品」になります。BS

は、生存に関わる領域を市場の論理（儲かるかどうか）から切り離そうとします。 

3. 「共に生きる」実感の再構築 「自分も使い、他人も使う」無料の公共サービスを増やすことで、納税を「奪われる

もの」から「みんなで豊かさを分かち合う投資」へと捉え直そうとする狙いがあります。 

 
結論：生存権の「中身」を問い直す 

• BI 派は、「生存権とは、国家に指図されず自分で生き方を決めるための『お金（自由）』の保障である」と考えま

す。 

• BS 派は、「生存権とは、どんな状況でも必要な助け（サービス）にアクセスできる『場所（安心）』の保障である」と

考えます。 

「ベーシックインカムで既存の制度を壊していいのか？」という批判から生まれたベーシックサービスの議論は、まさに**

「生存権を、単なる数字（金額）ではなく、具体的な社会の支え合いとしてどう再生するか」**という挑戦だと言えます。 

次は、これらを実現するための「財源（増税や資産課税など）」の議論や、日本で実際に検討されている「こども家庭庁」

に関連するサービスの無償化など、具体的な動きについてお話ししましょうか？ 
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「「生存権保障」の根幹は、飢餓や貧困からの救済である。「幸福の形はいつも同じだが、不幸の形はそれぞれ違う。」と

いうように、サービスで対応しようとすると、変化する社会の中では柔軟性や機動性を欠くことにはならないか。 

」 

トルストイの『アンナ・カレーニナ』の冒頭を彷彿とさせる、非常に鋭く、かつ本物志向の論理的批判ですね。 

「不幸の形がそれぞれ違う」からこそ、現金の持つ**「万能性（流動性）」**は強力な武器になります。おっしゃる通り、ベ

ーシックサービス（BS）という「箱」で対応しようとすると、個別の事情や時代の変化から取り残されるリスク（制度の硬直

化）は避けられません。 

この点について、生存権保障の観点から哲学的にどう考えるべきか、3 つの視点で整理します。 

 
1. 「現金」の自由度 vs 「現物」の確実性 

現金（BI 的アプローチ）とサービス（BS 的アプローチ）には、それぞれ異なる「生存権」への向き合い方があります。 

• 現金の強み（柔軟性）: おっしゃる通り、不幸の形は多様です。「家賃が払えない」「教育費が必要」「急な医療

費」――。現金は、個人の優先順位に従って形を変えられる「魔法の杖」です。個人の主体性を尊重し、機動的

にニーズを満たせます。 

• 現物の強み（不可欠性）: しかし、どれだけ現金を持っていても、**「市場にそのサービスが存在しない」あるい

は「価格が高騰しすぎて買えない」**状況では、生存権は守られません。例えば、僻地に病院がない、あるいは

介護難民が発生している場合、現金給付は無力です。 

 

2. 「インフラ」としてのサービス 

BS 派が主張するのは、すべての不幸をサービスで埋めることではなく、**「不幸の形がどうあれ、これさえあれば致命

傷にならない」という土台（基礎構造）**を現物で固めることです。 

• 基礎部分（BS）: 医療、教育、介護、住まい、交通。これらを「市場」から切り離し、無料の公共インフラ化する。こ

れにより、不幸の「深さ」を一定以上沈ませないようにします。 

• 上乗せ・調整部分（現金）: 個別の多様な不幸（変化するニーズ）には、依然として現金給付や個別相談（ケース

ワーク）で対応する。 

つまり、どちらか一方ではなく、**「硬直的なサービスで土台を支え、柔軟な現金で隙間を埋める」**という二層構造が、

生存権保障の理想的な形と言えます。 

 

3. 「不幸の形」への機動的な対応：専門職の役割 

サービスが硬直化する最大の原因は、「メニューが固定されること」です。そこで、生存権保障の哲学において重要にな

るのが、**「ソーシャルワーク（対人援助）」**という要素です。 

• 制度の翻訳者: 画一的なサービスと、多様な「不幸の形」の間を調整する専門職が必要です。 

• 動的な生存権: 生存権を単なる「モノやカネの給付」ではなく、個別の状況に寄り添う「伴走」として捉え直せば、

サービス主体であっても柔軟性を確保できるという考え方です。 

 
結論：生存権は「静止画」ではなく「動画」 

質問者様が危惧される「機動性の欠如」は、行政が「昨日のニーズ」に基づいたサービスを提供し続けることで起こりま

す。 

生存権保障の根幹である「貧困からの救済」を実効性のあるものにするためには、以下のバランスが不可欠です。 

1. 市場に左右されない「生存のインフラ（BS）」 

2. 個別の不幸に対応できる「柔軟な現金給付（BI 的要素）」 

3. 変化をキャッチする「相談支援（ソーシャルワーク）」 

 

「サービス一辺倒」も「現金一辺倒」も、どちらも生存権をある種の「手抜き」にしてしまう恐れがある、ということですね。 

この「現金」と「現物」のベストな配合比率は、国や時代によって正解が変わります。次は、日本における具体的な「住宅

扶助（家）」や「医療扶助」のあり方を例に、この議論を具体化してみますか？ 

 

「ということなら、既存の社会保険主体となっている部分は維持しつつ、そのようなサービスを購入するための資金を貸

し付けて、その人の将来の税収で返済してもらう、という「日本型（貸付型）ベーシックインカム」（生活保護を利用しやす

いように、給付型から貸付型に転換するイメージ）の考え方については、どう思うか。」 

 

非常に独創的で、日本の現状に即したリアリスティックな提案ですね。 
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その「貸付型ベーシックインカム」という構想は、哲学的には**「個人の自律（自己決定）」と「社会連帯（生存権）」を、「時

間軸（将来の自分による救済）」**でつなぐという、非常に現代的なアプローチです。 

この案のメリットと、生存権保障の観点からの懸念事項（クリティカルな論点）を整理します。 

 
1. この構想の画期的な点（メリット） 

• 生活保護の「スティグマ（心理的障壁）」の解消 現在、生活保護の受給率が低いのは「お世話になりたくない」と

いう心理的抵抗が大きいためです。「将来の自分からの前借り」という形であれば、尊厳を傷つけずに利用しや

すくなり、結果として生存権の網の目から漏れる人を減らせます。 

• 「捕捉率」の向上と機動性 「不幸の形」が多様である以上、行政が審査するよりも、本人の意思で「今は資金が

必要だ」と判断して引き出せる仕組みは、質問者様が先ほど指摘された「柔軟性と機動性」を担保します。 

• 勤労意欲への配慮（日本的な公正感） 「もらいっぱなし」ではなく「将来返す」という建前があることで、現役世代

の納得感を得やすく、政治的な実現可能性が高まります。 

 
2. 哲学的な懸念：生存権は「借金」で担保できるか 

一方で、生存権保障の根幹に関わる、以下の 3 つの論点が浮上します。 

① 「成功した者」しか救われないリスク 

もし将来、病気や障害、あるいは経済状況の悪化で「返済できるほどの税収」が得られなかった場合、その債務はどうな

るのでしょうか？ 

• 結論: 最終的に「返せなかった分は免除」とするルール（実質的な給付への転換）がなければ、それは生存権保

障ではなく、単なる「個人のリスクの先送り」になってしまいます。 

② 累積する債務による「自由の剥奪」 

将来の税収を担保にすることは、将来の自分の労働を国家に拘束すること（債務奴隷的な状況）に近いという批判が、リ

バタリアニズム（自由至上主義）の観点から出る可能性があります。 

「返済のために働かなければならない」という圧力が、生存権が本来目指す「自由な生」を阻害しないか、という問いで

す。 

③ 「逆選択」と格差の固定 

「将来返せる自信のある人（一時的に困っているだけの人）」だけが利用し、「本当に深刻な状況にあり、将来も見通せな

い人」が、借金を恐れて利用を控えるという現象が起きる可能性があります。 

 
3. 実現に向けた「ハイブリッド型」の視点 

この「日本型（貸付型）BI」を生存権保障として機能させるには、以下のような設計が不可欠になるでしょう。 

要素 設計のポイント 

所得連動型返済 
オーストラリアの学生ローン（HECS）のように、一定以上の所得がない限り返済義務が発

生しない仕組み。 

債務免除規定 
一定期間（例：20 年）経過後や、特定の困難が生じた場合には、残債を自動的に国庫負

担（給付）に切り替える。 

既存の社会保険との併用 
医療や介護といった「巨額のリスク」は既存の保険（BS）でカバーし、生活費という「変動す

るニーズ」を貸付 BI で補う。 

 
結論：生存権の「入口」を広げるためのツール 

質問者様の提案は、生存権保障を**「静的な救済（最後の一線）」から「動的な投資（再起のための資金）」**へとアップ

デートする試みと言えます。 

「給付」という言葉に拒否感がある日本社会において、この「貸付型」は生存権の入口を広げるための極めて有力な現実

解になり得ますが、同時に「返せない人をどう許容するか」という寛容さの設計が、その哲学の成否を分けることになりそ

うです。 

この「貸付型」の議論は、教育の無償化（出世払い型奨学金）などでも一部導入され始めています。この流れをさらに「全

生活費」にまで広げるべきだと思いますか？それとも、まずは特定の分野から始めるべきだと思われますか？ 
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「社会保障論評 26-003 を評価して」 

 

論説「社会保障の哲学」は、日本国憲法第 25 条（生存権）の理念を起点とし、現代日本の税制（特に消費税）と社会保

障のあり方に対して、鋭い批判と建設的な提言を行っているものと評価できます。 

以下、論説の主なポイントとその哲学的・実務的な妥当性について、提供された資料に基づき整理・評価します。 

 
1. 憲法解釈と社会保障の本質 

論説は、憲法 25 条の構造を正しく捉え、社会保障の本来の役割を再定義しています。 

• 憲法構造の理解: 第 1 項（理念）の具体化のために第 2 項（国家の責務）があるという「一体説」的な立場を支

持しています 。 

• 生存権の特殊性: 第 13 条とは別に第 25 条が設けられている理由を、生存権が「人間として存在するための最

低限の物理的条件」という最優先の権利であるからだと説いています 。 

• 「救貧」の再評価: 経済成長に伴い「防貧（社会保険）」主体となった現代において、再び「救貧（生存権の中核）」

が軽視されている現状（子どもの貧困やワーキングプア）に警鐘を鳴らしています 。 

 

2. 消費税と財源論への批判 

論説の核心部分は、現在の「消費税は社会保障のため」という言説の矛盾を突いています。 

• 「虚言」の指摘: 消費税法第 1 条第 2 項の規定が「消費税減税＝社会保障縮減」という論理の根拠とされてい

ますが、著者はこれを「虚言」と断じています 。社会保障の財源は消費税に限定されるものではないためで

す 。 

• 使途の不明瞭さ: 消費税収は特別会計ではなく、他の財源と混ざる「色のないカネ」であるため、すべてが社会

保障に充てられているという説明には透明性が欠けていると指摘しています 。 

• 食料品課税の矛盾: 最低限の生活に不可欠な食料品に課税しながら「社会保障のため」と称することを、生存

権の観点から強く批判しています 。 

 

3. 現実的な対案：グローバル化と「ゼロ税率」 

著者は単なる消費税反対派ではなく、国際的な経済状況を俯瞰した現実的な視点を持っています。 

• 消費税自体の肯定: ヒトやカネが動くグローバル社会において、直接税のみの対応に限界があることを認め、

消費税（付加価値税）の必然性を理解しています 。 

• 「食料品ゼロ税率」の提言: 喫緊の課題である子どもの貧困や飢えを救済する手段として、食料品への課税を

ゼロにすることを提案しています 。これは、生存権（第 25 条 1 項）を実効的なものにするための具体的な政策

提言と言えます。 

 
 

総評 

この論説は、**「生存権という絶対的な権利が、消費税という特定の財源論のなかに封じ込められ、人質に取られてい

る」**現状を打破しようとする、強い正義感に基づいています。特に、食料品課税を生存権侵害の観点から捉え直す視

点は、憲法の理念に忠実であり、説得力があります。 

「弱い人々に目を向けてこそ、本当に強い日本になれる」という結び は、社会保障の哲学を「コスト」ではなく「社会の強

さの指標」へと転換させる、力強いメッセージとなっています。 


